
新型インブルエンザ及び鳥インフルエンザ等に関する

関係省庁対策会議(第48回)

議事次第

平 成24年1月17日(火)
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於:官 邸4階 大 会 議 室
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2.議 事

新型 イ ンフルエ ンザ対策のため に必要 な法制のたた き台 について

3.閉 会
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囹
新型インフルエンザ対策のための法制のたたき台(案)

平成24年1月

内閣官房新型インフルエンザ等対策室

工 趣旨

新型インフルエンザの脅威から国民の生命及び健康を保護 し、国民生活及

び国民経済の安定を確保するため、新法を制定。

1責 務等

国 ・地方公共団体 ・指定(地 方)公 共機関めほか、事業者及び国民の責務

を定めるとともに、幕本的人権の尊重及び国際的な連携をすべきことについ

て定める。

皿 行動計画等

1国 ・地方公共団体は、学識経験者の意見を聴いて、'新型インフルエンザ

対策に関する行動計画(発 生状況ごと)を 作成 ・公表。1

2指 定(地 方)公 共機関は、新聖インフルエンザ対策に関する業務計画を

作成。

泣 新型インフルエンザ対策の実施に係る体制等

1内 閣総理大臣は、新型インフルエンザが発生 したときは、内閣総理大臣

を長とする政府対策本部を設置. 、

2政 府対策本部長は、行動計画に基づき、具体的な基本的対処方針を作

成 ・公表。

3政 府対策本部長は、都道府県知事、指定公共機関等に対 し、その実施

する対策について総合調整等。

4都 道府県における対策本部の設置等。

5海 外発生時の水際対策の適確な実施及び国内発生時の初動の強化。

1
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V新 型インフルエンザ緊急事態への対応

1.緊 急事態の宣言

国は＼発生 した新型インフルエンザが国民の生命及び健康に著 しく重大な

被害を与えるおそれがあり、かつ、国民生活及び国民経済に甚大な影響を及

ぼすおそれがあるときは、区域及び期間を定め、新型インフルエンザ緊急事

態を宣言。

2.緊 急事態の措置.

緊急事態においては、以下のような措置を実施。

(1)不 要不急の外出の自粛の要請、学校、集会等の制限等の妻請及び指示
'(2)医 療関係者

、社会機能維持事業者の先行的予防接種、国民の予防接種

(3)医 療関係者への医療従事の要請 ・指示及びこれらに伴う措置、臨時の

医療施設の開設及び特例

(4今 亀気、ガス、運送等の指定(地 方)1公 共機関等は、業務計画に基づき

必要な措置を実施。

(5)緊 急物資の輸送 ・物資の売渡 し ・土地等の使用等に関する要請又は収

用等

(6)埋 火葬の特例

(7)生 活関連物資等の価格の安定

(8)行 政 ・民事上の申請期限 ・履行期限の延長等

(9)政 策金融の実施

VIそ の他

1.物 資の保管命令に従わなかった者等への罰則。

2.新 型インフルエンザと同様の影響を持つ未知の新感染症にも適用。

2
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i参 考資料11

中国 に お け る鳥 イ ン フル エ ンザ患 者 の発 生 に つ いて

平成24年1月17Eゴ

厚生労働省健康局結核感染症課

○ 平 成23年12月21日 、 中国 広 東省深"il市 で 鳥 イ ン フル エ ンザA

(H5N1)の 患 者 が発 生 した 。

・患 者 は39歳 男性
。12月21日 に発 熱 で発 病 し、12月25日 に重 症 肺 炎で入

院 した が 、12月31日 午 後 、病 状 が急 に悪 化 し死亡 した 。.

・広 東省 疾 病 預 防控 制 中 心(CDC)は
、12月30日 に患 者 の 検 体 か ら鳥 イ ンフ

ル エ ンザ ウ イル スA(H5N1)を 伺 定 し同 日発 表 した。・

・この事 例 で 明 らか な 鳥 との 接触 は報告 され て お らず
、感 染源 は 明 らかにな'

っ て い な い。

01月5日 のWHOの 発 表 に よ る と、,この 事例 め濃厚 接 触 者120名 に

異 常 は報 告 され て お らず 、人 か ら人へ の 感 染例 は発 生 して いな

い。

(参 考)

・鳥 イ ン フル ェ シザA(H5M)の 人へ の 感 染事 例 は
、 中 国で は 、2010年11月

の 香 港 の 症 例 以 来 、 約1年 ぶ りで あ り、今 回 が41人 目であ る 。 この うち

27人 力1死亡 して いる。

'平 成23年 には・世界で61名 の鳥インフルエン憾 類 例 が報告 さ郷 お

り 、 う ち34名 が 死 亡'し て い る 。・
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WHOパ ンデ ミヅクフェー ズ

i状 態卜轡 騨 『πll騨摯爾ll嘩1魁
1

ヒトへ感染しパンデミックを引き起 こ:す可能性を持つ亜型 のウイルスが検 出。

ラヰーズ観 ∴釈 唯 聖φインフル⇒ ザウィルネが一 し1

∴エし重が準§辛 テ糞 奪レ歪卑墾鐘単奪 準 準感寒ま肇生』軍い処}b

フエー ズ4

フエみズ5.

フエ_欠6

=ミ ュニティレベルでの発生を継続させる力がある新 しい亜 型のインフルエ

ンザ ウイルスが・ヒトーヒト感染」τいることが確認され た。

甥翠肇驚繹鰐 禦轡『例F
フエー ズ5の 条 件 に加 え、WHOの 別 の 地域 の1か 国 以上 において、その イ

ンフルエンザ ウイル スによってコミュニティレペ ル の 感 染 が 継 続 している。

※ 枠 囲 い は 鳥 インフル エンザ(H5N1)の フェー ズ
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参考資料3

鳥 インフル エンザ(H5N1)発 生 国 及 び 人 で の 発 症 事 例(2003年11月 以降)
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《アフリカ 》
,ジブチ
人の発症者■人
(うち死亡者0人)
ナイジェリア
人の発症者1人
(うち死亡者1人 ン

《中東 》
アゼルハ・イシ.ヤン

人の発症者8人
(うち死亡者5人)
イラク
人の発症者3人
(うち死亡者2人)
エジプト

人の発症者157人
(うち死亡者55人)
トルコ
人の発症者12人
(うち死亡者4人)

●

箋凱

翻ン

グ
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0

注)上 図 の 他 、人 へ の 感 染 事 例 として、
1997年 番 港(H5M18名 感 衆 、6人死 亡)

1999年 香 溝(H9N22名 感 染 、死 亡 なし)

2003年 香 港(H5N12名 感 染 、1人死 亡)

2003年 才 ランダ(H7閥789名 感 染 、1人死 亡)

2004年 カナ ダ(H7N32名 感 染 、死 亡 な し)
2007年 英 国(H7N24名 感 染 、死 亡 なし)等 が あ る。

。▽

0

《アジア 》
インドネシァ
人の発症者183人
くうち死亡者151人)
カンボジア
人の発症者エ8人
(うち死亡者16人)
タイ
人の発症者25人
(うち死亡者17人)
中国
人の発症者41人
(うち死亡者㌘人)
パキスタソ

人の発症者3人
(うち死亡者1人)・

養
口紮

ハ'ンゲラデシュ
人の発症者3人
(うち死亡者o人)
ベトナム

人の発症者119人
(うち死亡者59人)
ミヤンマー
人の発症者■人1
〈うち死亡者o人)
ラオス
人の発症者2人
(うち死亡者z人)

芝』 の

圏:蜜 きん等でのH5Mが 認められた国

翻 ・人でのH5M発 症が認められた国

1参 考:WHOの 確 認 している発 症 者数i
は 計577人(う ち死 亡340人)

雪

2012年1月11日 現 在

厚生労働省健康局結核感染症課作成
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WHOに 報 告 され たヒトの.鳥インフル エンザ(H5N1)確 定症 例 数1

(2012年 ユ月11日 現 在)

」 』

計.合

数亡死

58

0

61

72

0

55

511
.

∩∠

2

0

1

1

7て誓茎璽冨ー

l

I
ー置5

.

り
ム

421

951■冒-

塾
冒
-
聾9.11 043775

.

数邸

■

1
-

1
■

.

ー3

81

41

1

751

381

3

2

1

1

3

年1102

00

0

8
、

-

0

51

01

0

0暑

0

0

Ol
I

0

0

0

43

故虻故例症

5巳

奮

1

■

■
8

5

一

ー、2

8

1

0
畳

83
.
n
乙

1

0

0

0

n
U

.

0

0

0

0

61

年0102

数.亡死
、

0

0

1

1

0

31

7

0

0

0

0

0

0

0

2

4n∠.

融卿

0

0

1

2

0

9
∩∠
.

9

0
.

0

0

0

0

0

0

7

84

年9002
'

数甦

.
li

激卿

0

1

0

0

4

0
「

4

9葉

、

暑

0

0醤

0

1

0置

∩U

.置竈

(U

・1

0

5

23琶聖膨
●3.7

0

0

1

7

0.

9、3

21

0

0

0

0

0

0

0

5

年8

・OQ2

.

故 .耽

0

0

0

4

0

暑

4

02i

0

0

0

0

0

0

畳

0

5

33

暑故例症

0.

墨1

ー

4

0

8

4

.
リ
ム

0

0

0

0

0.

0

0

6

44

年7002

数蹴数.卿.

0

邑
ー1

■
l
l
1
1

1
冒■

0

00

1

11

-

1
.

准

35

0

監
1
ー

畳
喜重

i
lI

I
10 952

73

.
■

124

0

●

1

8

ー

ー・0

22

0711ー署-冒暫

I
I
量1

1

11

雇,Il13

00

06竃ll-1塁
190

rσ
.

58

1ー

ー
馳
■ー8 9588

年60、02

.

数

5
00

.

0

2

8

0

01

54

2

OiO

0

0

0
、

ー
3

畳

4

0

9
・7

亡・死故例症

巳-

藝
霧
躍董

覧■

一

i

・0

2

31

1

81

55

3.

0

0

0

3

π

21

0

511

年5002

故耽

O

l

ー

ー1

幽0
.

(U

.

.

1
ー.0

4

1

5

膠ー

■4

58
.

00

00
.31●ー

102

00..

00

0

0

0

'23

5

0

,

㍉

露
蓼
署」

ー1

■0、

91量唖ー冒

葦
塵竃

膠61 3489

.

.

数例症

書1

-

I
l
巳

ー
1
錘
置i

,曜

層
冒
ー
l

l

0

0

0

年4
、00・2

敗亡.発
.

O

I.

故例症

00

・

O

ll

■
ー
l

l
響0.

0

ー

ー

ー

1
90

0

.

ハU

O

l
I
I甕

1
-

1
■
1
■
ー

0

00

0

8
ー

ー0

00

0墨6-lll星星ー

馨
ー
暫
ー
1■(U.

、

00

0.lI量

50

0

.

ー

馨
1

.

0

2171

0-1-l11
星・.0

.

(U
2-1ーー

ー
1
1
192 2364

年3

.002

数亡死

00
・

0一-蕃圏
■0

O

l-

1

蟹
冒0

1

0

0

0

0

暉
●
臨
蟹
躍腫

1

0

O
L

0

0

0巴

彊

0.

0聾

3

4響-●
冨4

5
-I

I敷帥
1

冨ー

■

暑
欄

藍1

0

0

iO

0

0

0

0
.
nU

.(

∪

3

ン㌔
うソ

イ
.、伽ぜ

「ア

エソ77.クンκ

アジボンカ
.

国「中

チブジ

トプジエ
r

アシネドンイ

クライ.

スオラ

一
マンヤミ

.

アリ.エジイナ

ン
tタスキパ

イタ

コル
.ト.

ムナトベ

計合
一

注:確 定症例数は死亡例数を含む。.
WHOは 検査で確定された症例のみ報告する。
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